
金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市規則第38号

金沢市財務規則の一部を改正する規則

金沢市財務規則 (昭和39年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第２条第１号中 ｢行政改革推進課及び｣ を削り､ ｢企業立地推進室｣ を ｢農業センター｣ に､ ｢農業センター､ 保健

所保健推進課､ 泉野福祉保健センター､ 元町福祉保健センター､ 駅西福祉保健センター｣ を ｢泉野福祉健康センター､

元町福祉健康センター､ 駅西福祉健康センター､ 保健所地域保健課｣ に改め､ 同条第２号中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に､

｢金沢市役所部設置条例 (昭和29年条例第37号) に定める部｣ を ｢金沢市事務分掌条例 (平成17年条例第７号) に定

める局｣ に､ ｢教育次長｣ を ｢教育長｣ に改め､ 同条第３号中 ｢泉野福祉保健センター｣ を ｢泉野福祉健康センター｣

に､ ｢泉野福祉保健センター次長｣ を ｢泉野福祉健康センター次長｣ に､ ｢元町福祉保健センター｣ を ｢元町福祉健康

センター｣ に､ ｢元町福祉保健センター次長｣ を ｢元町福祉健康センター次長｣ に､ ｢駅西福祉保健センター｣ を ｢駅

西福祉健康センター｣ に､ ｢駅西福祉保健センター次長｣ を ｢駅西福祉健康センター次長｣ に改める｡

第２条の３第２項､ 第４項及び第５項中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第４条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に､ ｢部長 (教育委員会にあっては､ 教育長)｣ を ｢局長｣ に改める｡

第５条第１項中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第６条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第10条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に､ ｢部長 (教育委員会にあっては､ 教育長)｣ を ｢局長｣ に改める｡

第17条中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第20条及び第21条中 ｢関係部長｣ を ｢関係局長｣ に改める｡

第23条第１項中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第25条中 ｢関係部長｣ を ｢関係局長｣ に改める｡

第26条第２項及び第31条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第57条第１項第１号中 ｢福祉保健センター｣ を ｢福祉健康センター｣ に改め､ 同項第２号中 ｢生活道路整備課｣ を

｢道路管理課｣ に改め､ 同項第３号中 ｢生涯学習推進課｣ を ｢生涯学習課｣ に改め､ 同項第４号中 ｢生活道路整備課｣

を ｢道路管理課｣ に､ ｢第19号｣ を ｢第20号｣ に､ ｢観光駐車場｣ を ｢金沢市役所・美術館駐車場 (市長が指定する区

画に限る｡) の使用料､ 観光駐車場｣ に改める｡

第70条中 ｢第161条第１項第14号｣ を ｢第161条第１項第17号｣ に改める｡

第100条第２項中 ｢除権判決｣ を ｢除権決定｣ に改める｡
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｢

｣

交通政策課 交通政策課長 自転車等返還手数料の収入に関する事務 所属職員 設置箇所の現金

出納員が委任を

受ける事務のう

ち現金出納員が

指定する事務

国際文化課 国際文化課長 市民講座等の受講､ 冊子の頒布及び旧園邸・松

向庵の利用に係る実費の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

国際文化課 国際文化課長 市民講座等の受講､ 冊子の頒布及び旧園邸・松

向庵の利用に係る実費の収入に関する事務

所属職員 設置箇所の現金

出納員が委任を

受ける事務のう

ち現金出納員が

指定する事務

｢

｣

総務課 総務課長 ア 入札保証金の出納及び保管に関する事務

イ 法定外公共物の使用料の収入に関する事務

ウ 市史編さん事務局で取り扱う市民講座等の

受講及び冊子等の頒布に係る実費の収入に関

する事務

所属職員

｢

｣

総務課 総務課長 ア 入札保証金の出納及び保管に関する事務

イ 市史編さん事務局で取り扱う市民講座等の

受講及び冊子等の頒布に係る実費の収入に関

する事務

所属職員

第189条第２項第１号中 ｢各部｣ を ｢各局｣ に改め､ 同項第２号中 ｢同一部内｣ を ｢同一局内｣ に改める｡

第190条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第191条中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第192条第１項中 ｢総務部総務課長｣ を ｢総務局総務課長｣ に改め､ 同条第２項中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に､

｢所管部長｣ を ｢所管局長｣ に改める｡

第221条中 ｢部長は｣ を ｢局長は｣ に､ ｢関係部長｣ を ｢関係局長｣ に､ ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第221条の２から第221条の４までの規定中 ｢部長は｣ を ｢局長は｣ に､ ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第221条の６第１項中 ｢部長は｣ を ｢局長は｣ に､ ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改め､ 同条第２項中 ｢部長｣ を

｢局長｣ に改める｡

第222条中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第232条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第251条第２項中 ｢総務課長｣ を ｢文書法制課長｣ に改める｡

第259条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第260条中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第262条第２項､ 第278条第２項及び第280条中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第281条第１項中 ｢部長は｣ を ｢局長は｣ に､ ｢関係部長｣ を ｢関係局長｣ に改め､ 同条第２項中 ｢部長は｣ を ｢局

長は｣ に､ ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第282条第２項中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に改める｡

第293条中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

第294条の見出し中 ｢部長等｣ を ｢局長等｣ に改め､ 同条中 ｢部長は｣ を ｢局長は｣ に､ ｢の処理に関しての部長

(第４条､ 第５条､ 第10条､ 第17条及び第23条の所管事務の処理に関しての規定を除く｡) は中央卸売市場長と､ 公設

花き地方卸売市場所管事務の処理に関しての部長 (第４条､ 第５条､ 第10条､ 第17条及び第23条の所管事務の処理に

関しての規定を除く｡) は公設花き地方卸売市場長｣ を ｢及び公設花き地方卸売市場所管事務の処理に関しての局長

(第４条､ 第５条､ 第10条､ 第17条及び第23条の所管事務の処理に関しての規定を除く｡) は卸売市場長｣ に改める｡

別表第１甲表中

を

に､

を

に改
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｢

｣

農林基盤整

備課

農林基盤整備

課長

農村下水道事業に係る歳入の収入に関する事務 所属職員

｢

｣

農林基盤整

備課

農林基盤整備

課長

ア 農村下水道事業に係る歳入の収入に関する

事務

イ 法定外公共物の使用料の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

市民課 市民課長 ア 市民課 (市民センターを除く｡) で取り扱

う許可､ 証明､ 閲覧等の事務に係る手数料等

の収入に関する事務

イ 斎場の使用料の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

市民課 市民課長 ア 市民課 (市民センターを除く｡) で取り扱

う許可､ 証明､ 閲覧等の事務に係る手数料等

の収入に関する事務

イ 斎場の使用料の収入に関する事務 (火葬炉

使用料に限る｡)

所属職員

｢

｣

保健衛生課 保健衛生課長 死体解剖保存法 (昭和24年法律第204号) の規

定に基づく許可に係る手数料の収入に関する事

務

所属職員

保健所 保健推進課長 保健所の事務に係る歳入及び駅西健康ホールの

使用料の収入に関する事務

所属職員

福祉保健セ

ンター

福祉保健セン

ター次長

福祉保健センターの事務に係る歳入に関する事

務

所属職員

｢

｣

保健衛生課 保健衛生課長 ア 死体解剖保存法 (昭和24年法律第204号)

の規定に基づく許可に係る手数料の収入に関

する事務

イ 斎場の使用料の収入に関する事務 (火葬炉

使用料を除く｡)

所属職員

福祉健康セ

ンター

福祉健康セン

ター次長

福祉健康センターの事務に係る歳入に関する事

務

所属職員

保健所 地域保健課長 保健所の事務に係る歳入及び駅西健康ホールの

使用料の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

｢

｣
生活福祉課 生活福祉課長 生活支援課 生活支援課長

｢

｣

生活道路整

備課

生活道路整備

課長

道路占用料､ 駅前広場使用料､ 道路境界証明手

数料､ 車道幅員証明手数料及び図面の閲覧又は

照合の手数料の収入に関する事務

所属職員

河川課 河川課長 流水占用料等及び河川境界証明手数料の収入に

関する事務

所属職員

市営住宅課 市営住宅課長 市営住宅に係る歳入の収入に関する事務 所属職員

都市計画課 都市計画課長 都市計画街路境界証明手数料及び都市計画基本

図の写しの交付に係る実費の収入に関する事務

所属職員

め､ 同甲表税務課の項中 ｢総務部所管｣ を ｢総務局所管｣ に改め､ 同甲表中

を

に､

を

に､

を

に､

を に､

を
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｢

｣

都市計画課 都市計画課長 ア 都市計画街路境界証明手数料及び都市計画

基本図の写しの交付に係る実費の収入に関す

る事務

イ 金沢駅周辺整備の土地区画整理事業に係る

歳入の収入に関する事務

所属職員

交通政策課 交通政策課長 自転車等返還手数料の収入に関する事務 所属職員

｢

｣

駅周辺整備

課

駅周辺整備課

長

金沢駅周辺整備の土地区画整理事業に係る歳入

の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

道路管理課 道路管理課長 道路占用料､ 法定外公共物の使用料､ 駅前広場

使用料､ 道路境界証明手数料､ 車道幅員証明手

数料及び図面の閲覧又は照合の手数料の収入に

関する事務

所属職員

内水整備課 内水整備課長 流水占用料等､ 法定外公共物の使用料及び河川

境界証明手数料の収入に関する事務

所属職員

市営住宅課 市営住宅課長 市営住宅に係る歳入の収入に関する事務 所属職員

｢

｣

生涯学習推

進課

生涯学習推進

課長

ア 中央公民館及び長町研修館の使用料の収入

に関する事務

イ 市民大学講座等の受講及び照明施設設置運

動場の照明費用に係る実費の収入に関する事

務

所属職員

青少年課 青少年課長 ア キゴ山ふれあいの里研修館及びキゴ山少年

自然の家の使用料の収入に関する事務

イ キゴ山天体観察センターの観覧料の収入に

関する事務

ウ キゴ山少年自然の家の敷布の利用､ キゴ山

ふれあいの里研修館及びキゴ山少年自然の家

で取り扱う文献複写並びに市民講座等の受講

に係る実費の収入に関する事務

所属職員

｢

｣

生涯学習課 生涯学習課長 ア 中央公民館､ 長町研修館､ キゴ山ふれあい

の里研修館及びキゴ山少年自然の家の使用料

並びにキゴ山天体観察センターの観覧料の収

入に関する事務

イ 市民大学講座等の受講､ 照明施設設置運動

場の照明費用､ キゴ山少年自然の家の敷布の

利用並びにキゴ山ふれあいの里研修館及びキ

ゴ山少年自然の家で取り扱う文献複写に係る

実費の収入に関する事務

所属職員

に､

を

に､

を

に改

め､ 同表乙表中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

別表第４中 ｢都市政策部｣ を ｢都市政策局｣ に､ ｢企画調整課長｣ を ｢企画課長｣ に､ ｢農林部｣ を ｢産業局｣ に､

｢市民生活部｣ を ｢市民局｣ に､ ｢福祉保健部｣ を ｢福祉健康局｣ に､ ｢環境部｣ を ｢環境局｣ に､
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｢

｣

土木部 道路等管理事務所 道路建設課長 所長

生活道路整備課長

河川課長

用水・みち筋整備課長

緑と花の課長

都市整備部 近江町市場再整備事務所 再開発課長 所長

｢

｣

都市整備局 近江町市場再整備事務所 再開発課長 所長

道路等管理事務所 歴史建造物整備課長 所長

緑と花の課長

道路建設課長

道路管理課長

内水整備課長

｢

｣

｢

｣

女性センター 生涯学習推進課長 女性センター 生涯学習課長

中央公民館 中央公民館

長町研修館 長町研修館

キゴ山ふれあいの里 青少年課長 キゴ山ふれあいの里

キゴ山少年自然の家 キゴ山少年自然の家

キゴ山天体観察センター キゴ山天体観察センター

キゴ山自然学習館 キゴ山自然学習館

部

長

｢

｣

ここには､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この

通知に不服がある場合における救済の方法等を記入すること｡

｢

｣

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記

入すること｡

｢

｣

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法等を記入すること｡

｢

｣

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記

入すること｡

を

に､

を に改める｡

様式第２号中 ｢ 総務部長 ｣ を
｢ 総務局長 ｣ に､

｢ 部 長 ｣ を
｢ 局 長 ｣ に改める｡

様式第５号中 ｢ 総務部長 ｣ を
｢ 総務局長 ｣ に､

｢ 主務部長 ｣ を
｢ 主務局長 ｣ に､

｢ 次 長 ｣ を
｢

｣ に､
｢ 部長 ｣ を

｢ 局長 ｣ に改める｡

様式第21号その１第１葉 (表) 中

を

に改

め､ 同様式その２第１葉 (裏) 及びその３第１葉 (裏) 中

を

に改

め､ 同様式その４を次のように改める｡
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様式第22号その１第２葉中

め､ 同様式その３中

様式第23号第１葉 (裏) 中

める｡

様式第24号その１中
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口座振替納付の不能について (お知らせ)

あなたの納付額 ( 月分､ 納期限 年 月 日) が のため振替できませんでした

ので､ この納付書で､ もよりの金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

で納めてください｡

※この納付書 ( 月 日現在作成) の発送と前後して納付された場合は､ 納付済にもかかわらず､

この納付書がお手元に届くこともありますのでご了承ください｡

年 月 日

様

｢

｣

を
この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法等を記入すること｡

｢

｣

に改

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記

入すること｡

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

あなたの住宅使用料 ( 月分､ 納期限

年 月 日) が振替不能となりましたので､

至急最寄りの金沢市指定金融機関､ 金沢市指

定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関

で納めてください｡

＊本状 ( 月 日現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 納付済にもかか

わらず本状がお手元に届くこともありますの

で御了承ください｡

あなたの住宅使用料 ( 月分､ 納期限

年 月 日) が のため振替できま

せんでしたので､ この納付書で､ もよりの金

沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関

又は金沢市収納代理金融機関で納めてくださ

い｡

※この納付書 ( 月 日現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 納付済にもかか

わらず､ この納付書がお手元に届くこともあ

りますのでご了承ください｡

｢

｣

を
この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法等を記入すること｡

｢

｣

に改

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記

入すること｡



同様式その２中

め､ 同様式その３中

様式第26号中 ｢部 課委託職員｣ を ｢局 課委託職員｣ に改める｡

様式第29号の備考第１項中 ｢福祉保健センター｣ を ｢福祉健康センター｣ に改める｡

様式第33号中
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｢

｣

を

｢

｣

に改め､

ここには､ 各納期における納付額を納期限

までに納付しなかった場合において執られる

べき措置､ この通知に不服がある場合におけ

る救済の方法等を記入すること｡

この欄には､ 各納期における納付額を納期

限までに納付しなかった場合において執られ

るべき措置､ この通知に不服がある場合にお

ける救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告

とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣

を
ここには､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この

通知に不服がある場合における救済の方法等を記入すること｡

｢

｣

に改

この欄には､ 各納期における納付額を納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ こ

の通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記

入すること｡

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

あなたの母子・寡婦福祉資金償還金 (納期

限 年 月 日) が振替不能となりましたの

で､ 至急お近くの金沢市指定金融機関､ 金沢

市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融

機関で納めてください｡

あなたの母子・寡婦福祉資金償還金 (納期

限 年 月 日) が のため振替で

きませんでしたので､ この納付書で､ もより

の金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融

機関又は金沢市収納代理金融機関で納めてく

ださい｡

※この納付書 ( 月 日現在作成) の発

送と前後して納付された場合は､ 納付済にも

かかわらず､ この納付書がお手元に届くこと

もありますのでご了承ください｡

｢

を

｢

に改め､ 同

※本状 ( 月 日現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 納付済みにもか

かわらず本状がお手元に届くこともあります

ので御了承ください｡

御 注 意

１ 延滞金 納期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ､ (1,000

円未満の端数があるとき又はその全額が

2,000円未満であるときは､ その端数金額

又はその全額を切り捨てます｡) に年14.6

パーセント (道路占用料及び河川占用料に

あっては､ 年14.5パーセント) の割合 (納

期限の翌日から１月を経過する日までの期

間については年7.3パーセント (当該期間

の属する各年の前年の11月30日を経過する

時における公定歩合に年４パーセントの割

合を加算した割合が､ 年7.3パーセントの

※本状 ( 月 日現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 納付済にもかか

わらず本状がお手元に届くこともありますの

でご了承ください｡



様式の備考を削り､ 同様式を同様式 (表) とし､ 同様式に次のように加える｡

備考

１ 御注意の４その他には､ 必要に応じ滞納処分等を記入すること｡

２ この様式により難いときは､ 収入役と協議して､ これに準じた様式を用いることができる｡

様式第33号の２中

様式第88号中 ｢部 課長｣ を ｢局 課長｣ に､ ｢登記簿謄本｣ を ｢登記事項証明書｣ に改める｡

様式第97号及び様式第97号の２中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に､ ｢登記簿謄本｣ を ｢登記事項証明書｣ に改める｡
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｣ ｣

割合に満たない場合は､ 当該公定歩合に年

４パーセントの割合を加算した割合)) を

乗じて計算した金額です｡

２ 異議申立て 本状に不服があるときは､

本状を受け取った日の翌日から起算して30

日以内に市長に対して異議申立てをするこ

とができます｡

３ 納付の際には､ 納入通知書で納めてくだ

さい｡

なお､ 納入通知書を紛失された場合は､

本状で納付して領収証書をお受け取りくだ

さい｡

４ その他

(裏)

御 注 意

１ 延滞金 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ､ (1,000円未満の端数があるとき

又はその全額が2,000円未満であるときは､ その端数金額又はその全額を切り捨てます｡) に年14.6パーセント

(道路占用料及び河川占用料にあっては､ 年14.5パーセント) の割合 (納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間については年7.3パーセント (当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における公定歩

合に年４パーセントの割合を加算した割合が､ 年7.3パーセントの割合に満たない場合は､ 当該公定歩合に年

４パーセントの割合を加算した割合)) を乗じて計算した金額です｡

２ 異議申立て及び訴えの提起 この通知に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して30日以

内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月

以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ この処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処分､ 処分

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他決定を経ないこ

とにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

３ 納付の際には､ 納入通知書で納めてください｡

なお､ 納入通知書を紛失された場合は､ 本状で納付して領収証書をお受け取りください｡

４ その他

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

この欄には､ 納付額を納付しなかった場合

において執られるべき措置､ この通知に不服

がある場合における救済の方法等を記入する

こと｡

この欄には､ 納付額を納付しなかった場合

において執られるべき措置､ この通知に不服

がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を

行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を

記入すること｡



様式第97号の３から様式第97号の５までの規定中 ｢部長｣ を ｢局長｣ に改める｡

様式第99号の３中 ｢部 課長｣ を ｢局 課長｣ に改める｡

様式第122号中 ｢何々部何々課長氏名｣ を ｢局 課長氏名｣ に改める｡

様式第130号及び様式第131号の２中 ｢部 課長｣ を ｢局 課長｣ に改める｡

附 則

１ この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡ ただし､ 第57条第１項第４号の改正規定 (｢第19号｣ を ｢第20号｣

に改める部分に限る｡)､ 第70条の改正規定並びに様式第88号､ 様式第97号及び様式第97号の２の改正規定 (｢登記

簿謄本｣ を ｢登記事項証明書｣ に改める部分に限る｡) は､ 公布の日から施行する｡

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は､ 当分の間､ 所要の調整をして使用することが

できる｡

３ この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市財務規則の規定による納入通知書等は､ 改正後の金沢市財務

規則の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則の一部

を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市規則第39号

金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則の

一部を改正する規則

金沢市が経営する企業のうち地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の財務に関する特例を定める規則 (昭和

44年規則第12号) の一部を次のように改正する｡

別表病院事業勘定科目表中

改める｡

附 則
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｢

｣

を

雑損失

控除対象外

消費税額償却

｢

｣

に

厚生福利施設費

雑損失

控除対象外

消費税額償却

報償費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

委託料

通信運搬費

手数料



この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市規則第40号

金沢市契約規則の一部を改正する規則

金沢市契約規則 (平成15年規則第１号) の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第５章 せり売り (第25条)｣ を
｢第５章 せり売り (第25条)

第５章の２ 長期継続契約 (第25条の２)｣
に､ ｢金沢市工事請負業者等

選考会｣ を ｢金沢市請負業者等選考会｣ に改める｡

第14条第２項中 ｢予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約｣ を ｢次に掲げる契約｣ に改め､ 同項に次の各号を

加える｡

� 予定価格が5,000万円以上の工事の請負契約

� 予定価格が1,000万円以上の建築物等の維持管理業務に係る委託契約

� 予定価格が1,000万円以上の労働者派遣契約 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件

の整備等に関する法律 (昭和60年法律第88号) 第26条第１項に規定する労働者派遣契約をいう｡)

� 給食調理及び給食配送に係る委託契約

� 予定価格が1,000万円以上の情報システムの開発業務に係る委託契約

第14条第４項中 ｢に規定する｣ を ｢各号に掲げる｣ に改め､ 同条第６項中 ｢とともに｣ の次に ｢､ 第２項第１号に

掲げる契約にあっては｣ を加える｡

第22条の次に次の１条を加える｡

(随意契約によることができる場合の手続)

第22条の２ 令第167条の２第１項第３号及び第４号の規則で定める手続は､ 次のとおりとする｡

� 毎年度､ ４月１日 (当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては､ 予算の成立の日) 以後

遅滞なく､ 当該年度に発注することが見込まれる契約 (物品の購入契約にあっては予定価格が80万円を､ 役務の

提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれる契約を除く｡ 以下この条において同じ｡)

に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を閲覧その他の方法により公表すること｡

ア 契約の名称及び概要

イ 契約を締結する時期

� 契約を締結する前において､ 当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること｡

ア 契約の相手方の決定方法及び選定基準

イ 契約の相手方となるための申請方法

� 契約を締結した日以後遅滞なく､ 当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること｡

ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所

イ 契約の相手方とした理由

ウ 契約金額

第５章の次に次の１章を加える｡

第５章の２ 長期継続契約

(長期継続契約を締結することができる期間)

第25条の２ 金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (平成17年条例第２号) に基づき､ 長期

継続契約を締結するときは､ 次の各号に掲げる契約の種類に応じ､ 当該各号に定める期間を超えないものとする｡

� 事務用機器､ 車両等に関する賃貸借契約 ７年

� 施設の清掃及び警備に関する委託契約 ５年

� 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約 ５年

第37条の次に次の１条を加える｡

(成績評定)

第37条の２ 監督員及び検査員は､ 次に掲げる契約においては､ その給付の内容について成績評定を行うものとする｡
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� 金沢市小額工事契約事務取扱特例規則 (昭和53年規則第55号) 第２条第１号に定める小額工事以外の工事又は

製造の請負契約

� 工事又は製造の請負に係る測量､ 調査及び設計の委託契約

� 予定価格が50万円を超える樹木等の維持管理又は清掃の委託契約

２ 前項に定める成績評定は､ 同項第１号及び第２号に掲げる契約にあってはしゅん工検査後に､ 同項第３号に掲げ

る契約にあってはその業務終了前にこれを行うものとする｡

３ 市長は､ 第１項の規定による成績評定の結果を契約者に通知するとともに､ 閲覧の方法により公表するものとす

る｡

４ 市長は､ 前項の規定による通知を受けた契約者から､ 市長が定める期間内に書面により成績評定の結果について

の説明を求められたときは､ 速やかにこれに回答しなければならない｡

｢第８章 金沢市工事請負業者等選考会｣ を ｢第８章 金沢市請負業者等選考会｣ に改める｡

第50条の見出しを ｢(金沢市請負業者等選考会)｣ に改め､ 同条中 ｢確保するため､ 金沢市工事請負業者等選考会｣

を ｢確保し､ 入札及び契約の制度の改善に係る施策を検討するため､ 金沢市請負業者等選考会｣ に改める｡

第51条を次のように改める｡

(選考会の審議事項等)

第51条 選考会は､ 次に掲げる事項について審議するとともに､ 入札及び契約の手続の改善に関する事項について調

査及び検討を行う｡

� 第２条第２項の規定による入札に参加する者に必要な資格の審査に関すること｡

� 市長が別に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格に関すること｡

� 市長が別に定める契約に係る指名競争入札に参加する者及び随意契約の相手方に係る候補者の選定に関するこ

と｡

� 第20条第１項の規定による指名の停止に関すること｡

� 第37条の２第４項の規定による成績評定に対する説明の請求に係る回答に関すること｡

� 第53条の規定による入札及び契約の過程における苦情の申立てに係る回答に関すること｡

� その他請負業者の選定の公正を確保するために必要な事項

附則に次の１項を加える｡

５ 平成17年度中に締結する契約に限り､ 第14条第２項第２号及び第３号の規定にかかわらず､ これらの規定中

｢1,000万円以上｣ とあるのは ｢1,500万円以上｣ とする｡

別表中 ｢総務部長｣ を ｢総務局長｣ に､ ｢土木部長 都市整備部長｣ を ｢都市整備局長 土木部長｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市公舎貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市規則第41号

金沢市公舎貸与規則の一部を改正する規則

第１条 金沢市公舎貸与規則 (昭和32年規則第９号) の一部を次のように改正する｡

別記様式中 ｢所属部課｣ を ｢所 属｣ に改める｡

別表東京公舎３号の項中 ｢22,400円｣ を ｢26,247円｣ に改め､ 同表中東京公舎５号の項を削り､

第２条 金沢市公舎貸与規則の一部を次のように改正する｡

別表金沢公舎１号の項を削り､ 同表中
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｢

｣

を

｢

｣

に改め､ 同表に次のように加える｡
東京公舎６号 東京公舎５号

東京公舎７号 東京公舎６号

金沢公舎９号 金沢市橋場町９番23号 26,148円



｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

｢注｣ 記載事項は第１葉に同じ｡

｢

｣

｢注｣ 記載事項は第１葉に同じ｡

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

附 則

この規則中第１条の規定は平成17年４月１日から､ 第２条の規定は同月７日から施行する｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年３月31日

金沢市長 山 出 保

�金沢市規則第42号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則 (昭和35年規則第15号) の一部を次のように改正する｡

第２条第１項第１号を次のように改める｡

� 総務局長

第２条第１項第２号中 ｢総務部税務課｣ を ｢総務局税務課｣ に改め､ 同項第３号中 ｢総務部資産税課｣ を ｢総務局

資産税課｣ に改め､ 同項第４号中 ｢総務部市民税課｣ を ｢総務局市民税課｣ に改め､ 同条第２項中 ｢総務部資産税課｣

を ｢総務局資産税課｣ に改める｡

第１号様式から第３号様式までの規定中 ｢部 課｣ を ｢局 課｣ に改める｡

第４号様式その１第１葉及び第２葉中

を に改め､ 同様式その３第２葉中

を

に改め､ 同その３第３葉中

を

に改め､ 同様式その４中

を
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｢

｣
を金沢公舎２号 金沢市本町１丁目５番４号 51,168円

｢

｣
に､金沢公舎１号 金沢市本町１丁目５番４号 37,731円

｢

｣

を

｢

｣

に改める｡

金沢公舎３号 金沢公舎２号

金沢公舎４号 金沢公舎３号

金沢公舎５号 金沢公舎４号

金沢公舎６号 金沢公舎５号

金沢公舎７号 金沢公舎６号

金沢公舎８号 金沢公舎７号

金沢公舎９号 金沢公舎８号



｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

に改め､

同様式その５中
｢金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市 部 課｣
を削り､

を

に､

を

に改め､

同様式その６第２葉から第４葉までの規定中

を に改める｡

第５号様式その１を次のように改める｡
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１のそ

)係関条４第(式様号５第

書知通済収領

)分能不替振(税度年

こ
の
領
収
済
通
知
書
は､
直
接
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で､
汚
し
た
り､
折
り
曲
げ
た
り
し
な

い
で
く
だ
さ
い

｡

)ド

ー

コ村町市(市沢金県川石

日月年

限期納

考備

円額付納

円金滞延

円計合

号番理整

納

関機

融金理代納収市沢

金は又関機融金理

代定指市沢金
、
関

機融金定指市沢金

役入収

市沢金)先てあ(

す

まし知通でのたし

収領を額金の記右

別期分度年度年

印付日収領

ド
ー

コ
票帳

ド

ー

コ
務業

)日月年限期納(期第

書証収領兼書付納

税度年

様

号番理整

円額付納

円金滞延

円計合

。
いさだく

てし存保間年５てしと拠証の日後
、
は書証収領のこ

関機融金理代納収

市沢金は又関機融金理代定指

市沢金
、
関機融金定指市沢金

。
たしまし収領を額金の記右
。
すまし付納を額金の記右

印付日収領

)ド

ー

コ村町市(市沢金県川石

日月年

。
いさだく承

了ごでのすまりあもとこく届に元手おが書付納のこ
、
ずらわかかもに済付納

、
は合場たれさ付納てし後

前と送発の)成作在現日月(書付納のこ※

。
いさだくてめ納で関機融金理代納収

市沢金は又関機融金理代定指市沢金
、
関機融金定指

市沢金のりよも
、
で書付納のこ

、
でのたしでんせま

きで替振めたのが額付納税市のたなあ

)せら知お(ていつに能不の付納替振座口

税

様

市沢金

名氏・所住者税納
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印

２のそ

)表(

書知通済収領

)分能不替振(税車動自軽度年

こ
の
領
収
済
通
知
書
は､
直
接
機
械
で
処
理
し
ま
す
の
で､
汚
し
た
り､
折
り
曲
げ
た
り
し
な

い
で
く
だ
さ
い

｡

)ド

ー

コ村町市(市沢金県川石

考備

日月年

限期納

円額付納

円金滞延

円計合

号番理整

関機

融金理代納収市沢

金は又関機融金理

代定指市沢金
、
関

機融金定指市沢金

役入収

市沢金)先てあ(

す

まし知通でのたし

収領を額金の記右

納

分区分度年度年

印付日収領

ド

ー

コ
票帳

ド

ー

コ
務業

)用査検続継(

書明証税納税車動自軽

様

限期効有

の書明証本

日月年

。
すまし明証をとこいなが納滞

、
り限に

のもるあの印収領に欄印付日収領
、
は税車

動自軽る係に等車動自軽の号番両車記上

印付日収領

。
いさだくみ読おを面裏

号番両車

長市沢金

)日月年限期納(

書証収領兼書付納

税車動自軽度年

様

号番理
整

円額付
納

円金滞
延

円計合

。
いさだくてし存保

間年５てしと拠証の日後
、
は書証収領のこ

関機融金理代納収

市沢金は又関機融金理代定指

市沢金
、
関機融金定指市沢金

。
たしまし収領を額金の記右
。
すまし付納を額金の記右

印付日収領

)ド

ー

コ村町市(市沢金県川石

日月年

。
いさだく承了ごでのすまりあも

とこく届に元手おが書付納のこ
、
ずらわかか

もに済付納
、
は合場たれさ付納てし後前と送

発の)成作在現日月(書付納のこ※

。
いさだくて

め納で関機融金理代納収市沢金は又関機融金

理代定指市沢金
、
関機融金定指市沢金のりよ

も
、
で書付納のこ

、
でのたしでんせまきで替

振めたのが額付納税市のたなあ

)せら知お(

ていつに能不の付納替振座口税車動自軽

様

市沢金

名氏・所住者税納

第
５
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｡
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｢

｣

注 上記処分について､ 不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市

長に対して異議申立てをすることができます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議

申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について､ 不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日 (ただし､

地方税法第19条の４に該当するものについては30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができ

ます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日 (地方税法第19条の４に

該当するものにあっては､ 30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議

申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

第８号様式中

を

に改

める｡

第９号様式中

を

に改

める｡

第10号様式中

を

に改

める｡
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｢

｣

注 上記処分について不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日 (ただし､

地方税法第19条の４に該当するものについては30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができ

ます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日 (地方税法第19条の４に

該当するものにあっては､ 30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について､ 不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日 (ただし､

地方税法第19条の４に該当するものについては30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができ

ます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日 (地方税法第19条の４に

該当するものにあっては､ 30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について､ 不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市

長に対して異議申立てをすることができます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議

申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

第11号様式その２中

を

に改

める｡

第12号様式中

を

に改

める｡

第15号様式中

を

に改

める｡
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｢

｣

注 上記処分について不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議

申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日 (ただし地

方税法第19条の４に該当するものについては30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができま

す｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日 (地方税法第19条の４に

該当するものにあっては､ 30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

注 上記処分について､ 不服がある場合には､ この文書を受け取った日の翌日から起算して60日 (ただし､

地方税法第19条の４に該当するものについては30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができ

ます｡

｢

｣

注 この処分に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日 (地方税法第19条の４に

該当するものにあっては､ 30日) 以内に市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

第17号様式及び第18号様式中
｢金沢市長

氏 名 印◯ ｣
を ｢金沢市長 印□ ｣ に､

を

に改

める｡

第19号様式中
｢金沢市長

氏 名 印◯ ｣
を ｢金沢市長 印□ ｣ に､

を

に改

める｡

第20号様式及び第21号様式中

を

に改
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｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

還付する市税 還付する市税

｢

｣

この欄には､ 還付金の受取方法

を記入すること｡

｢

｣

この欄には､ この通知に不服が

ある場合における救済の方法､ 取

消訴訟を行う場合の被告とすべき

者及び出訴期間等を記入すること｡

この欄には､ 還付金の受取方法

を記入すること｡

｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

過誤納となっている市税 過誤納となっている市税

める｡

第22号様式その１ (表) 中

を に改め､ 同その１ (裏) 中

を

に改め､ 同様式その２中

を に､

を に改め､ 同その２を同その２ (表)

とし､ 同その２に次のように加える｡
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(裏)

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

還付する市税 還付する市税

｢

｣

この欄には､ 還付金の受取方法

を記入すること｡

｢

｣

この欄には､ この通知に不服が

ある場合における救済の方法､ 取

消訴訟を行う場合の被告とすべき

者及び出訴期間等を記入すること｡

この欄には､ 還付金の受取方法

を記入すること｡

｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

第22号様式その３ (表) 中

を に改め､ 同その３ (裏) 中

を

に改め､ 同様式その４中

を に､
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｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

過誤納となっている市税 過誤納となっている市税

(裏)

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

過誤納となっている市税 過誤納となっている市税

を に改め､ 同その４を同その４ (表)

とし､ 同その４に次のように加える｡

第23号様式その１中

を に､

を に改め､ 同その１を同その１ (表)

とし､ 同その１に次のように加える｡
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(裏)

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

｢

｣

｢

｣

なお､ この通知書に記載された

事項について不服がある場合は､

この通知書を受け取った日の翌日

から起算して60日以内に市長に対

して異議申立てをすることができ

ます｡

過誤納となっている市税 過誤納となっている市税

第23号様式その２中

を に､

を に改め､ 同その２を同その２ (表)

とし､ 同その２に次のように加える｡
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(裏)

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

｢

｣

｢

｣

郵 便 は が き

様 様

｢

｣

重 要

至急開封してください｡

年 月 日

金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市 部 課

｢

｣

｢

｣

この欄には､ 納付額を納付しな

かった場合において執られるべき

措置､ この通知に不服がある場合

における救済の方法等を記入する

こと｡

納付書兼領収証書

納付書兼領収証書

｢

｣

この領収証書は､ 後日の証拠と

して５年間保存してください｡

｢

｣
石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠と

して５年間保存してください｡

石川県金沢市 (市町村コード)

第25号様式中

を に改め､

を削り､

を に､

を

に改め､ 同様式を同様式その１ (表) と

し､ 同その１に次のように加える｡

平成17年(2005年)３月31日 号外第７号の７ 金 沢 市 公 報

― 23 ―



(裏)

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

き
が

は
便

郵

その２

郵 便 は が き

様

再振替のご案内 (督促状)

あなたの が口座振替

できませんでしたので

に再度振替いたします｡

前日までに預金残高にご配慮くだ

さい｡

再振替日までに金融機関の窓口で

納付されますと､ 二重納付となりま

すのでご注意願います｡

年 月 日

金沢市長 印□

この欄には､ この通知に不服があ

る場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び

出訴期間等を記入すること｡

年度 年度分

整理番号

税 額 延滞金 合 計

円 円 円

納期限

｢

｣

重 要

整理番号

至急開封してください｡

年 月 日

金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市 部 課

第25号様式に次のように加える｡

第26号様式中

を削り､
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｢

｣

＊本書 ( 現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 行き

違いですからご容赦ください｡ こ

の催告書又は先に送付してありま

す納税通知書で､ 最寄りの金融機

関で納めてください｡

この領収証書は､ 後日の証拠と

して５年間保存してください｡

｢

｣

＊本書 ( 現在作成) の発送と

前後して納付された場合は､ 行き

違いですからご容赦ください｡ こ

の催告書又は先に送付してありま

す納税通知書で､ 最寄りの金融機

関で納めてください｡

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠と

して５年間保存してください｡

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

なお､ この通知書に記載された事項について不服

がある場合は､ この通知書を受け取った日の翌日か

ら起算して60日以内に市長に対して異議申立てをす

ることができます｡

｢

｣

この通知書の記載事項に不服がある場合は､ この

通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立て

に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して

６箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者

となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立て

に対する決定を経た後でなければ提起することがで

きないこととされていますが､ ①異議申立てがあっ

た日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処

分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい

損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他

決定を経ないことにつき正当な理由があるときは､

決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます｡

｢

｣

ここには､ 納付すべき税額を納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場

合における救済の方法等を記入すること｡

を

に改める｡

第30号様式及び第31号様式中

を

に改める｡

第34号様式中

を
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｢

｣

ここには､ 納付すべき税額を納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場

合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

(表)

様

整理番号

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限ま

でに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

(表)

年度
市民税

納税通知書
下記の各期別ごとの納付額を､ それぞれの納期

納税者住所・氏名 県民税 限までに金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金

融機関又は金沢市収納代理金融機関で納めてくだ

さい｡

年 月 日

印

様 金沢市長

区 分 課税標準額 千円 市民税額 円 県民税額 円 通知書番号 整理番号

所

得

割

総 所 得 金 額

山 林 所 得 金 額 市民税及び県民税の 特別徴収税額及び既納付税額

分
離
課
税
の

所
得
金
額

短 期 譲 渡 合計税額 ①＋② 円

長 期 譲 渡 この納税通知書で納める税額

株式等譲渡 円 円

先 物 取 引 所得割より控除しきれなかった

小 計 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 円

配 当 控 除 等 各期別ごとの納付額 納 期 限

定 率 控 除 額 第１期 円 年 月 日

定率控除後の所得割額 第２期 円 年 月 日

配当割額控除額等 第３期 円 年 月 日

計 ① 第４期 円 年 月 日

均 等 割 ② 随 時 円 年 月 日

(裏)

前葉の裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

に改

める｡

第35号様式その１第１葉及び第２葉を次のように改める｡

第１葉

第２葉
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｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

第35号様式その１第８葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第８葉を同その１第10

葉とし､ 同その１第７葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第７葉を同その１第９

葉とし､ 同その１第６葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第６葉を同その１第８

葉とし､ 同その１第５葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第５葉を同その１第７
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｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

(表)

前葉の裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

(裏)

表面の記載事項を引き続き記入すること｡

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 納付額を納期限までに納付しなかっ

た場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被

告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

葉とし､ 同その１第４葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第４葉を同その１第６

葉とし､ 同その１第３葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同第３葉を同その１第５

葉とし､ 同その１第２葉の次に次のように加える｡

第３葉・第４葉

第35号様式その２第１葉を同第１葉 (表) とし､ 同第１葉に次のように加える｡
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(表)

前葉の裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

(裏)

表面の記載事項を引き続き記入すること｡

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

(表)

整理番号

様

金融機関等
店 舗 名
預貯金種別 振 替 方 法
口 座 番 号
口座名義人

第35号様式その２第２葉 (表) を次のように改める｡

第35号様式その２第３葉中 ｢前葉｣ の次に ｢の裏面｣ を加え､ 同第３葉を同第３葉 (表) とし､ 同第３葉に次のよ

うに加える｡

第35号様式その２第４葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同様式その３を次のよう

に改める｡

その３

第１葉
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(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限ま

でに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

(表)

年度
市民税 納税通知書

(口座振替用)
下記の各期別ごとの納付額を､ それぞれの納期限までに金沢市

指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融
機関で納めてください｡
なお､ あなたの納付額は､ あなたが指定された預金口座から振

替することになっています｡

納税者住所・氏名 県民税

年 月 日

印

様 金沢市長

区 分 課税標準額 千円 市民税額 円 県民税額 円 通知書番号 整理番号

所

得

割

総 所 得 金 額

山 林 所 得 金 額 市民税及び県民税の 特別徴収税額及び既納付税額

分
離
課
税
の

所
得
金
額

短 期 譲 渡 合計税額 ①＋② 円

長 期 譲 渡 この納税通知書で納める税額

株式等譲渡 円 円

先 物 取 引 所得割より控除しきれなかった

小 計 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 円

配 当 控 除 等 各期別ごとの納付額 納 期 限

定 率 控 除 額 第１期 円 年 月 日

定率控除後の所得割額 第２期 円 年 月 日

配当割額控除額等 第３期 円 年 月 日

計 ① 第４期 円 年 月 日

均 等 割 ② 随 時 円 年 月 日

(裏)

前葉の裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

(表)

前葉の裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

第２葉

第３葉・第４葉
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(裏)

表面の記載事項を引き続き記入すること｡

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限ま

でに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限ま

でに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

第35号様式その４第２葉を次のように改める｡

第２葉

第35号様式その４第３葉から第８葉までの規定中

を

に､

を に改める｡

第39号様式その１第２葉 (表) 中 ｢持分相当分｣ を ｢持分相当額｣ に改め､ 同第２葉 (裏) を次のように改める｡

第39号様式その１第５葉及び第６葉中

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､ 同その１第７葉から第10

葉までの規定中
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｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

石川県金沢市 (市町村コード)

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限ま

でに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴

訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

｢

｣

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理

金融機関又は金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

(

表)

第 号

固 定 資 産 評 価 員 証

氏 名

�
�
�

年 月 日生 �
�
�

年 月 日発行

金沢市長 印□

を

に､

｢ 汚 し た り 折 り 曲 げ な い で ｣ を ｢ ､ 汚 し た り ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､同様式その２第２葉 (表)

中 ｢持分相当分｣ を ｢持分相当額｣ に改め､ 同第２葉 (裏) 及び同様式その３第１葉 (裏) を次のように改める｡

第39号様式その３第１葉 (表) 中 ｢持分相当分｣ を ｢持分相当額｣ に改め､ 同その３第２葉以降中

を

に､

を に改める｡

第40号様式 (表) を次のように改める｡
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(

表)

第 号

固 定 資 産 評 価 補 助 員 証

氏 名

�
�
�

年 月 日生 �
�
�

年 月 日発行

金沢市長 印□

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡ 石川県金沢市 (市町村コード)

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 納付額を納期限までに納付しなかっ

た場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被

告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

｢

｣
この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡ 石川県金沢市 (市町村コード)

｢

｣

｢

｣
金 沢 市 石川県金沢市 (市町村コード)

第41号様式 (表) を次のように改める｡

第42号様式その１第１葉 (表) 中

を

に改

め､ 同第１葉 (裏) を次のように改める｡

第42号様式その１第２葉 (表) 中

｢ 曲 げ た り し な い で ｣ を ｢ ､ 折 り 曲 げ た り し な い で ｣ に､

を に改め､

同様式その２第１葉 (表)中

を

に､

を に改め､同様式その２第２葉を次

のように改める｡
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第２葉

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 納付額を納期限までに納付しなかっ

た場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被

告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

(裏)

この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 納付額を納期限までに納付しなかっ

た場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取消訴訟を行う場合の被

告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡

｢

｣

また､ この通知書に記載された事項について､ 不服がある場合には､ この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して60日以内に市長に異議申立てをすることができます｡

｢

｣

この通知書に記載された事項に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処分､

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他決定を

経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができ

ます｡

｢

｣

また､ この通知書に記載された事項について､ 不服がある場合には､ この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して60日以内に市長に異議申立てをすることができます｡

｢

｣

この通知書に記載された事項に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処分､

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他決定を

経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができ

ます｡

第42号様式その３第１葉 (裏) を次のように改める｡

第54号様式中

を

に改

める｡

第57号様式の２中

を

に改

める｡
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｢

｣

また､ この通知書に記載された事項について､ 不服がある場合には､ この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して60日以内に市長に異議申立てをすることができます｡

｢

｣

この通知書に記載された事項に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処分､

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他決定を

経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができ

ます｡

｢

｣

また､ この通知書に記載された事項について､ 不服がある場合には､ この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して60日以内に市長に異議申立てをすることができます｡

｢

｣

この通知書に記載された事項に不服がある場合は､ この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に

市長に対して異議申立てをすることができます｡

また､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

箇月以内に市を被告として (市長が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡

なお､ 処分の取消しの訴えは､ 前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが､ ①異議申立てがあった日から３箇月を経過しても決定がないとき､ ②処分､

処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他決定を

経ないことにつき正当な理由があるときは､ 決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができ

ます｡

第59号様式中

を

に改

める｡

第62号様式中

を

に改

める｡

附 則

１ この規則は､ 平成17年４月１日から施行する｡

２ この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納入通知書等は､ 改正

後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡

３ この規則の施行の際現に存する改正前の第４号様式､ 第35号様式､ 第39号様式及び第42号様式の書式による用紙

は､ 当分の間､ 所要の調整をして使用することができる｡
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